
別
添

 

  
 

 
介

護
保

険
法

施
行

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案
に

対
す

る
修

正
案

 

介
護

保
険

法
施

行
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
修

正
す

る
。

 

第
百

二
条

第
四

項
を

改
め

、
同

項
を

同
条

第
七

項
と

し
、

同
条

第
三

項
の

次
に

三
項

を
加

え
る

改
正

規
定

中
「

同
条

第
七

項
」

を
「

同
条

第
九

項
」

に
、

「
の

三
項

」
を

「
の

五
項

」
に

改
め

、

同
条

第
六

項
の

次
に

次
の

二
項

を
加

え
る

。
 

７
 

第
四

条
の

規
定

は
、

第
三

項
た

だ
し

書
の

場
合

に
お

い
て

、
指

定
通

所
介

護
事

業
者

（
当

該

指
定

通
所

介
護

事
業

者
に

係
る

指
定

を
知

事
が

行
っ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
利

用
者

に
対

し
て

第
一

項
に

規
定

す
る

設
備

又
は

同
項

に
規

定
す

る
設

備
以

外
の

設
備

を
利

用
し

、
夜

間
及

び
深

夜
に

指
定

通
所

介
護

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

と
き

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
二

項
中

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
運

営
す

る
」

と
あ

る
の

は
「

利
用

者
に

対
し

て
夜

間
及

び
深

夜
に

指
定

通
所

介
護

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

８
 

前
項

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

指
定

通
所

介
護

事
業

者
は

、
利

用
者

の
特

性
に

応
じ

、
食

糧

そ
の

他
の

非
常

災
害

時
に

お
い

て
必

要
と

な
る

物
資

の
備

蓄
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
百

十
条

に
一

項
を

加
え

る
改

正
規

定
を

削
除

す
る

。
 

第
二

百
十

八
条

第
一

項
の

改
正

規
定

中
「

附
則

第
六

条
」

を
「

附
則

第
五

条
」

に
改

め
、

同
条

第
二

項
の

改
正

規
定

中
「

附
則

第
六

条
第

一
項

」
を

「
附

則
第

五
条

第
一

項
」

に
改

め
る

。
 

第
二

百
四

十
条

第
二

項
の

改
正

規
定

中
「

附
則

第
六

条
第

二
項

」
を

「
附

則
第

五
条

第
二

項
」

に
改

め
る

。
 

第
六

百
四

十
一

条
第

一
項

の
改

正
規

定
中

「
附

則
第

八
条

」
を

「
附

則
第

七
条

」
に

改
め

、
同

条
第

二
項

の
改

正
規

定
中

「
附

則
第

八
条

第
一

項
」

を
「

附
則

第
七

条
第

一
項

」
に

改
め

る
。

 

第
六

百
六

十
五

条
第

二
項

の
改

正
規

定
中
「

附
則

第
八

条
第

二
項

」
を
「

附
則

第
七

条
第

二
項

」

に
改

め
る

。
 

附
則

第
三

条
第

一
項

の
改

正
規

定
中

「
附

則
第

七
条

」
を

「
附

則
第

六
条

」
に

改
め

る
。

 

附
則

第
六

条
を

附
則

第
八

条
と

し
、

附
則

第
五

条
を

附
則

第
七

条
と

し
、

附
則

第
四

条
を

附
則

第
六

条
と

し
、

附
則

第
三

条
の

次
に

二
条

を
加

え
る

改
正

規
定

の
う

ち
「

附
則

第
八

条
」

を
「

附

則
第

七
条

」
に

、
「

附
則

第
七

条
」

を
「

附
則

第
六

条
」

に
、

「
附

則
第

六
条

と
」

を
「

附
則

第

五
条

と
」

に
、

「
二

条
」

を
「

一
条

」
に

改
め

、
附

則
第

四
条

中
「

（
次

条
に

お
い

て
単

に
「

指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

」
と

い
う

。
）

」
及

び
「

（
次

条
に

お
い

て
「

改
正

後
の

条
例

」

と
い

う
。

）
」

を
削

り
、

同
条

の
表

第
百

二
条

第
七

項
の

項
を

第
百

二
条

第
九

項
の

項
と

し
、

同

項
の

前
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。
 

 
第

百
二

条
第

七
項

第
四

条
第

四
百

四
十

一
条



       
附

則
第

六
条

を
附

則
第

八
条

と
し

、
附

則
第

五
条

を
附

則
第

七
条

と
し

、
附

則
第

四
条

を
附

則

第
六

条
と

し
、

附
則

第
三

条
の

次
に

二
条

を
加

え
る

改
正

規
定

中
附

則
第

五
条

を
削

る
。

 

 
附

則
中

「
、

第
百

十
条

に
一

項
を

加
え

る
改

正
規

定
」

を
削

り
、

「
附

則
第

八
条

」
を

「
附

則

第
七

条
」

に
、

「
附

則
第

七
条

」
を

「
附

則
第

六
条

」
に

、
「

附
則

第
六

条
と

」
を

「
附

則
第

五

条
と

」
に

、
「

二
条

」
を

「
一

条
」

に
、

「
平

成
二

十
七

年
九

月
一

日
」

を
「

平
成

二
十

七
年

十

二
月

一
日

」
に

改
め

る
。

 

 

第
百

二
条

第
八

項
 

    

指
定

通
所

介
護

事
業

者
 

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
 

指
定

通
所

介
護

以
外

の

サ
ー

ビ
ス

 

指
定

通
所

介
護

事
業

者
 

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
 

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
 

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

以
外

の
 

サ
ー

ビ
ス

 

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
 

 


